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福島復興局いわき支所及び南相馬支所の移転のお知らせ 
 

 

来月 7 日、福島復興局いわき支所をいわき市から富岡町に、同南相馬支所を南

相馬市から浪江町に、移転します。 

特定復興再生拠点や双葉町中野地区の産業拠点の整備が進み、大熊町でも、

大川原・中屋敷地区の避難指示が解除されるなど、帰還に向けたまちづくりが加

速しています。 

今後、これらの地域により近いところで、支援に取り組んでいけるよう、両支所を

富岡町・浪江町に移転いたします。 

 

 

１． 移転日 

5 月 7 日（火） 

 

２． 移転場所 

・富岡町（富岡支所）：福島県双葉郡富岡町中央 2 丁目 45 勢和ビル１階 

・浪江町（浪江支所）：福島県双葉郡浪江町大字権現堂字上続町 18-2  

FFK 会館２階 

 

（注）同日 11 時 30 分から浪江支所において、また同日 13 時 30 分から富岡支所において、それ

ぞれ、福島復興局長による支所の看板掛けを行います。取材を希望される方は、以下の時

間までに集合してください。 

   ＜集合時間＞ 

    ・浪江支所  11 時 25 分 

    ・富岡支所  13 時 25 分 
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福島復興局の支所の移転について
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５月からの体制

本年５月７日、福島復興局の２支所（いわき・南相馬）を、それぞれ富岡町・浪江町に移転する。
なお、２支所の管轄市町村は現行どおりとする。
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